
市民と市長の 

地域みらい懇談会 

【香焼地区】

要望・提案と回答 

令和３年 10 月 2 日（土）

香焼公民館 
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回 答 票 
香焼 
地区 

【担当部課名】 土木部 土木企画課 

要
望
内
容 

【団体名】 ケアホーム陽香里 

【件 名】 身障者にやさしい歩道等の整備について 

【概 要】 

 昨年 6 月に障害者のグループホームを深浦地区に開所しました。車イス

等身体障害のある方も入居されています。車イスで近隣を散歩する機会が

ありますが、歩道幅が狭く、小さな段差も多くあると感じています。 

障害にある人も不自由なく地域社会に出ていけるよう少しずつ改善してほ

しいと思います。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

 ご要望いただいた道路は、主要地方道香焼江川線として、道路管理者で

ある長崎県が維持管理を行っています。 

  ご要望の障害のある方にもやさしい歩道等の整備について、長崎県に確

認したところ、「現地調査の上で検討を行い、対応が可能な箇所から改善

を行っていきたい。」とのことですので、ご理解いただきますようお願い

します。 

Ｎｏ．１ 

1



回 答 票 
香焼 
地区 

【担当部課名】 南総合事務所 地域整備課 

要
望
内
容 

【団体名】 香焼中学校区青少年育成協議会

【件 名】 香焼総合公園の整備について 

【概 要】 

公園利用者の拡大を図るうえで、洗い場や釜焚き場などを設置し、芝生広

場におけるキャンプの利便性を向上してほしい。台風後に通路が遮断され

ないよう遊歩道の整備や、元宮のテニスコートのように「壁打ち」や「ナ

イター用ライト」の増設などにより夜間利用者も拡大してほしい。

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

  香焼総合公園につきましては、昭和 55 年に開設し住民の皆様の休息、

散歩、運動等総合的な利用に供することを目的とした公園で、グラウンド

の整備や庭球場の人工芝化、遊具の設置など順次行ってきているところで

す。 

  しかし、昨年７月の大雨により庭球場の斜面、芝生広場及び海老瀬地区

側の園路が被災をしており、芝生広場、海老瀬地区側の園路については、

地すべりの可能性があり現在も観測を行っている状況です。 

  庭球場斜面につきましては、表層すべりとの確認ができましたので、復

旧につきましては、今年度完成を予定しております。 

  まず、ご要望の芝生広場におけるキャンプの利便性の向上につきまして

は、現在、地すべりの観測を行っておりますので、観測の結果を基に遊歩

道を含め復旧を急ぎたいと考えており、芝生広場が被災前の状況になりま

したら、地域の皆様とキャンプ場としての必要性などについて協議させて

Ｎｏ．２ 
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頂きたいと考えています。 

  次に、ご要望の庭球場の「壁打ち」や「ナイター用ライト」の増設につ

きましては、一定の事業費も見込まれますので、まずは、災害復旧を行っ

た後、南管内の庭球場の利用件数などを考慮し、香焼総合公園やその他の

公園も含め、設置につきまして地域の皆様と協議させて頂きたいと考えて

います。 
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回 答 票 
香焼 
地区 

【担当部課名】 土木部 土木企画課 

要
望
内
容 

【団体名】 香焼中学校区青少年育成協議会 

【件 名】 防犯上における安保トンネル内の壁面整備について 

【概 要】 

 安保トンネルについては、照明を LED に交換したことにより、以前より

明るく通行には支障がないように思えるが、トンネル自体が歴史もあり年

月が経っていることから老朽化は拭えない。トンネル内の壁面のコンクリ

ートを白いカバーで覆うか、白色系塗装吹付を行うことによりトンネル内

の環境も大分変わるのではないかと考える。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

 安保トンネルは、主要地方道香焼江川線として、道路管理者である長崎

県が維持管理を行っています。 

  ご要望の安保トンネル内の壁面整備については、長崎県に確認したとこ

ろ、「トンネル内の照明を LED 照明（昼白色）に交換をし、道路交通の安

全性を図るための明るさは確保できていることから、壁面のコンクリート

を白いカバーで覆うことや、白色系塗装吹付を行うことは困難である。な

お、壁面の汚れが著しい状況となれば、壁面清掃など適正な維持管理を行

うよう考えている。」とのことですので、ご理解いただきますようお願い

します。 

Ｎｏ．３ 
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回 答 票 
香焼 
地区 

【担当部課名】 まちづくり部 公共交通対策室 

要
望
内
容 

【団体名】 浦下自治会 

【件 名】 香焼地域センター前バス停所へのバス待合所の設置について 

【概 要】 

・現在バス停留所は浦下自治会住民をはじめ４自治会住民が、通勤・通学

や通院・買い物のために昼間も含め多く利用している

・バス停利用者は旧図書館（令和 2 年 3 月地域センター内移転）の玄関軒

先や階段下部で風雨や日差しをしのいでいる

・建物解体後は、海岸に面し風雨も強く、南風の強い時は波しぶきも直接

当ることが懸念されるため、バス待合所の設置をお願いしたい

・また、高齢者の散歩時の休憩、通学児童の見守り隊の詰め所への活用、

電子掲示板による市からのお知らせ、防犯カメラを設置して安心して利用

できるなど、市のモデル事業となるようなものを検討いただきたい

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

香焼地域センター前のバス停は、旧香焼図書館の軒下でバスを待てる環境

にあり、ご要望の趣旨は大変よくわかります。しかしながら、旧香焼図書館

の敷地は売却する予定であり、当該地に新たなバス待合施設を整備すること

は非常に困難な状況です。 

また、歩道幅員は２．２ｍと狭く、屋根のほか背面や側面に風防が付いた

施設やベンチは、通行の妨げになるため、道路法の規定により設置できない

状況です。 

そこで、二本柱タイプの上屋の設置もバス事業者にお尋ねしましたが、現

状においては、当該バス停の利用者数が少なく設置の優先度が低いとの回答

でした。しかしながら、地域の皆様のご心配はよくわかりますので、バス事

業者に対して、利用者数だけでなく、高齢者や子どもが多いという利用者の

Ｎｏ．４ 
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特徴や、雨風が他と比べて強いという立地的な特性も加味して優先度を検討

していただくよう申し入れていますので、ご理解いただきますようお願いい

たします。 
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回 答 票 
香焼 
地区 

【担当部課名】 南総合事務所 地域整備課 

要
望
内
容 

【団体名】 香焼小学校ＰＴＡ 

【件 名】 交通安全対策について 

【概 要】 

次の地区における現状等から交通安全対策を講じてほしい。 

① 尾ノ上地区の下り坂の伊王島方面へ向かう車の速度が速くて危ない。

② 堀切地区教会坂の下りを猛スピードでくるので危ない。

③ 本村団地横断歩道への押しボタン式の信号の設置。

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

５ 斡  旋 ６ その他（  ） 

  交通安全対策につきまして、①尾ノ上地区の下り坂や②堀切地区教会の

下りについては、通学路にも指定されておりこの 2箇所の下り坂では通行

車両の速度が法定速度以上で通過したり、また、①の尾ノ上地区について

は、交通管理者による取り締まりも行われていると聞き及んでいます。 

尾ノ上地区、堀切地区教会坂の下り坂については、今年度、路面標示な

どにより、通行車両に対し啓発を行いたいと考えています。 

また、③本村団地の横断歩道への信号機の設置については、交通管理者

と協議行いながら設置につきまして要望していきますが、学校なども近隣

にありますので、路面標示などにより速度を落とすように注意喚起してい

きたいと考えています。 

Ｎｏ．５ 
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回 答 票 
香焼 
地区 

【担当部課名】 南総合事務所 地域整備課 

要
望
内
容 

【団体名】 恵里自治会 

【件 名】 恵里調整池の清掃について 

【概 要】 

調整池の清掃をしてほしい。調整池に大量の土砂が溜まり、水草等が生い

茂っています。太陽光線が底に届かず、異臭が漂っています。尚、火災等

の防火水利も兼ねるので、早目の対応を宜しくお願いします。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

  恵里地区の調整池につきましては、宅地開発に伴い、以前からあった池

を利用し、大雨時の雨水排水の調整池として整備されたものです。 

通常雨水調整池には、大雨時の雨水とそれに含まれる上流の宅地や道路

に積もった土砂やごみが流れ込むことから、その撤去など維持管理が必要

となります。 

特に、恵里地区の調整池は、従来からある池を利用していることから、

常時水がたまった状態で、雨水調整池として利用していますので、土砂や

ごみの堆積に加えて水質悪化やそれに伴う悪臭が問題となっています。 

このため、令和元年度に水草の除去を行っており、その際に土砂の堆積

量を確認しておりますが、道路災害や緊急箇所の整備など、生活に密着し

た工事を優先している状況です。 

この堆積した土砂につきましては、多額の費用も見込まれますので令和

５年度及び６年度の２箇年で堆積土砂の撤去を行いたいと考えています。

Ｎｏ．６ 
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回 答 票 
香焼 
地区 

【担当部課名】 南総合事務所 地域整備課 

要
望
内
容 

【団体名】 香焼中学校区青少年育成協議会 

【件 名】 通学路（道路・歩道）の補修について 

【概 要】 

町内の通学路（かおり台団地及び尾ノ上から学校まで）、特に歩道のひび割

れ等が多く、そこから雑草が生えるため、児童・生徒の安全確保として道

路・歩道の補修をしてほしい。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

  通学路の補修につきまして、まず、かおり台団地については、平成 2年

に地域の生活環境整備及び交通安全確保のため整備された道路であり、 

また、尾ノ上地区の道路につきましては、平成 6年度に地域幹線道路の補

完道として利用するため新設された道路になります。それぞれ、年数が経

っており、ご指摘の通学路である歩道については、ひび割れなども確認さ

れております。 

今後、ひび割れから雨水が流入し陥没なども考えられますので、今年度

は、雨水が流入しないようにひび割れの補修を行い、来年度、舗装の改修

を行いたいと考えています。 

Ｎｏ．７ 
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回 答 票 香焼 
地区 

【担当部課名】 土木部 土木企画課 

要
望
内
容 

【団体名】 香焼中学校区青少年育成協議会 

【件 名】 香焼トンネル内の照明設置間隔について 

【概 要】 

 香焼トンネルについては、近年、伊王島までウオーキングを楽しむ人の

増加や観光等で車の交通量も多くなっている。そこで、トンネル内の照明

の設置間隔について感じていることがある。出入り口付近は照明の設置間

隔が狭いのに対して、トンネルの中央部なっていくと間隔が遠く薄暗い感

じがしてならない。間引き節電等なら分からないでもないが、元々設置間

隔を遠く付けることに設計されているのではないか疑問を持つ。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

 香焼トンネルは、伊王島地区と香焼地区を結ぶ主要地方道伊王島香焼線

として、長崎県がその整備や維持管理を行っています。 

  ご意見がありましたトンネル内の照明の設置間隔について、長崎県に確

認したところ、「トンネル内の照明は、国から示されている「道路照明施

設設置基準」に基づき設置することとなっており、当該トンネルの照明も

その基準に基づき設置しており、トンネル内を安全に通行するための明る

さは確保されている。また、出入口部分については、トンネル内と外の明

るさに大きな差が生じると運転時に危険であるため、一般的に照明を増や

すこととなっており、中央部と比較するとその設置間隔は短くなってい

る。なお、現在の照明については、玉切れ等の際に、視認性や省エネに優

れた LED 照明（昼白色）に順次交換していくこととしている。」とのこと

ですので、ご理解いただきますようお願いします。 

Ｎｏ．８ 
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Ｎｏ．９ 

回 答 票 
香焼 
地区 

【担当部課名】 南総合事務所 地域整備課 

要
望
内
容 

【団体名】 馬手ケ浦自治会 

【件 名】 除草作業について 

【概 要】 
公園及び道路等の地域の草刈りについて、回数が少ない為、大幅な回数の

増を希望する。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

  公園、道路の除草につきましては、除草が必要な対象箇所が多い為、原

則、年 1回除草を行っており、その時期は、市民大清掃が行われる 8月初

旬を目途に行っているところで、道路の管理に支障をきたすような状況で

あれば、複数回の除草を行っています。 

しかしながら、最近の豪雨や気温の上昇の為、年 1回の対応では、雑草

の発育に追いつかない状況であります。  

このような状況におきまして、長崎市では、地域の皆様が、地元の市道

の草刈りや清掃等を行った際、年 2回まで謝礼金を交付できる制度を整備

しており、香焼地区でも、恵里自治会が毎年 2回この制度を活用して、地

元の道路をきれいに保っておられます。また、地区の公園におきましても、

長崎市保健環境自治連合会における清掃活動など、長崎市の交付金を活用

した事例もありますので、今後とも、地元の皆様と協働し、効率的な地区

の除草等の維持管理に努めてまいります。 
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回 答 票 
香焼 
地区 

【担当部課名】 環境部 廃棄物対策課 

要
望
内
容 

【団体名】 馬手ケ浦自治会 

【件 名】 地域清掃用ボランティアゴミ袋の配布について 

【概 要】 
ボランティアゴミ袋の使途を制限せずに地域の方々が公有地の環境美化活

動を行う時は、ためらわずに出して欲しい。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

ボランティア用ごみ袋の配付について、長崎市におきましては、公園内

や学校敷地内といった特定の施設内のみの環境美化活動につきましてはそ

れぞれの施設の管理者が、また、それ以外の「公共の空間」における環境

美化活動につきましては環境部廃棄物対策課が、活動を行う団体や個人に

対するボランティア清掃用のごみ袋の配付及び回収したごみの収集等の支

援を行っております。 

なお、特定の施設内にとどまらずその周辺の公共空間も含めて環境美化

活動を行う場合には、環境部廃棄物対策課（095-829-1159）にご連絡いた

だき、必要な手続きをとっていただければ、ボランティア清掃用のごみ袋

の配付等を行っておりますので、地域の環境美化活動にご活用いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

Ｎｏ．１０ 
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回 答 票 
香焼 
地区 

【担当部課名】 南総合事務所 地域整備課 

要
望
内
容 

【団体名】　栗の浦自治会

【件 名】 除草作業について 

【概 要】 

現在行われている除草作業区間の拡大とともに，現在歩道に草が生い茂

り歩行者の妨げとなっている所があり、車道を歩かなければならず、危険

な為、歩道車道境界の除草作業をお願いしたい。昨今、健康増進のためウ

ォーキングをする人も増えたので、安全にできるよう対応をお願いしたい。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

  長崎市道の除草箇所につきましては、職員による現地確認や地元の皆様

からの要望等を考慮し、実施しているところです。ご要望の箇所につきま

して、現地の確認を行い除草します。 

  また、地元による除草も可能とのことですので、現在、長崎市では地区

の皆様が、地元市道の除草、清掃等を行った際に、年 2回謝礼金を交付で

きますので、申請書をお持ちして、制度の説明させていただきます。 

  なお、ご要望の箇所につきましては、長崎県の管理道路もありますので、

長崎県と情報共有を行い、対応を依頼します。 

Ｎｏ．１１ 
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回 答 票 香焼 
地区 

【担当部課名】 理財部 財産活用課 

要
望
内
容 

【団体名】 深浦自治会 

【件 名】 市有地の有効利用について 

【概 要】 

香焼地区内に点在する市有地については、例えば事業所に安く貸す又は売

却、造成して個人に安く貸す又は売却するなど他の有効利用も検討してほ

しい。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

施設の統廃合などで生じた空き施設や市有地につきましては、まずは行

政目的での活用の検討を行い、行政目的での活用が図られないときは、一

般競争入札での売却を基本としております。 

なお、耐震性がない建物の場合は、防犯上及び安全確保の観点から、原

則として建物を解体し、更地にした上での売却を基本としております。 

Ｎｏ．１２ 
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